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規 則 

 

 江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

附則第２項に規定する規則で定める日を定める規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和３年６月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第４１号 

   江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例附則第２項に規定する規則で定める日

を定める規則の一部を改正する規則 

 江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

附則第２項に規定する規則で定める日を定める規

則（令和２年９月江東区規則第６８号）の一部を

次のように改正する。 

 本則中「令和３年６月３０日」を「令和３年９

月３０日」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区私道排水設備助成条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和３年６月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第４２号 

   江東区私道排水設備助成条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区私道排水設備助成条例施行規則（昭和５

７年７月江東区規則第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２を次のように改める。 
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別表第２（第３条関係） 
種別 形状 寸法 単

位 

単価（円） 備考 

一般工事 工事困難 

排 水 本

管 

内径 150mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

ｍ 33,585 

41,398 

 深 さ は 、

人 孔 間 の

平 均 深 さ

とする。 
内径 200mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 

ｍ 35,170 

42,983 

73,855 

89,732 

121,546 

131,820 

 

 

85,523 

101,497 

133,557 

143,831 

内径 250mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

ｍ 43,534 

53,300 

79,101 

95,489 

127,768 

138,554 

153,960 

 

 

91,097 

107,536 

140,107 

157,090 

 

内径 300mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

ｍ 62,479 

89,259 

106,679 

140,057 

151,819 

168,271 

 

102,567 

120,134 

153,757 

171,835 

 

内径 350mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.80ｍ未満 

深さ 1.80ｍ以上 2.20ｍ未満 

深さ 2.20ｍ以上 2.60ｍ未満 

深さ 2.60ｍ以上 3.00ｍ未満 

深さ 3.00ｍ以上 3.40ｍ未満 

ｍ 95,503 

113,198 

145,315 

158,360 

177,572 

109,510 

127,314 

159,676 

173,506 

 

取 付 管 

 

 

 

 

内径 150mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 

ｍ 27,800 

29,868 

32,353 

 深 さ は 、

排水本管 

（ 人 孔 

間 ） の 平

均 土 被 り

とする。 

内径 200mm 

・塩化ビニル 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 

ｍ 34,329 

36,397 

38,882 

 

管 防 護 内径 150mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 16,420   

内径 200mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 17,141 

 

 

内径 250mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 19,077 

 

 

内径 300mm 

・塩化ビニル 

 ｍ 19,645 

 

 

人

孔 

人

孔 

矩形人孔 

内径 

60cm×90cm 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.20ｍ未満 

深さ 1.20ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.60ｍ未満 

深さ 1.60ｍ以上 2.00ｍ未満 

深さ 2.00ｍ以上 

箇

所 

524,938 

604,793 

644,231 

688,304 

763,309 

886,188 

 

609,407 

648,844 

692,918 

768,435 

893,878 

 

円形人孔 

内径 70cm 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 1.20ｍ未満 

深さ 1.20ｍ以上 

箇

所 

281,255 

302,348 

351,147 

 

 

353,710 
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  円形人孔 

内径 90cm 

深さ 1.20ｍ未満 

深さ 1.20ｍ以上 1.40ｍ未満 

深さ 1.40ｍ以上 1.60ｍ未満 

深さ 1.60ｍ以上 2.00ｍ未満 

深さ 2.00ｍ以上 2.40ｍ未満 

深さ 2.40ｍ以上 2.80ｍ未満 

深さ 2.80ｍ以上 3.20ｍ未満 

箇

所 

561,293 

640,337 

691,104 

804,790 

899,408 

1,016,983 

1,141,003 

 

644,438 

695,205 

810,429 

908,122 

1,036,975 

1,160,995 

 

副

管 

内径 200mm 

・塩化ビニル 

高さ 1.00ｍ未満 

高さ 1.00ｍ以上 1.50ｍ未満 

高さ 1.50ｍ以上 2.00ｍ未満 

高さ 2.00ｍ以上 

箇

所 

136,088 

155,305 

186,481 

205,950 

  

汚 水 ま

す 

内径 35cm 

Ｌ形ます 

丸形ます 

 箇

所 

 

93,219 

104,055 

  

内径 50cm 

Ｌ形ます 

 

丸形ます 

 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

深さ 1.00ｍ未満 

深さ 1.00ｍ以上 

箇

所 

 

98,656 

121,867 

113,220 

136,431 
 

内径 70cm  箇

所 

325,654  

雨 水 ま

す 

内径 35cm １枚蓋（深さ 0.80ｍ） 

２枚蓋（深さ 1.00ｍ） 

箇

所 

86,874 

144,649 

  

内径 50cm １枚蓋（深さ 0.80ｍ） 

２枚蓋（深さ 1.00ｍ） 

箇

所 

96,585 

154,361 

 

格 子 蓋

雨 水 ま

す 

内径 50cm 

（標準型） 

 箇

所 

106,675   

内径 35cm 

（角型） 

 箇

所 

85,407  

Ｌ 型 側

溝 

２５０Ｂ 

３００Ｂ 

 ｍ 16,780 

17,374 

  

Ｌ 型 側

溝 コ ン

ク リ ー

ト 基 礎 

２５０Ｂ 

３００Ｂ 

 ｍ 6,960 

7,482 

  

試 験 堀 Ａ形（ 2.0ｍ×

1.0ｍ×1.5ｍ） 

Ｂ形（ 1.5ｍ×

0.7ｍ×1.3ｍ） 

Ｃ形（ 1.0ｍ×

0.7ｍ×1.0ｍ） 

 箇

所 

127,608 

 

37,060 

 

18,528 

  

障 害 物

切 廻 し 

  式 東京都水道局（水道

管）、東京瓦斯株式会社

（ガス管）等の発行する

領収書記載金額の 100 分

の 90以内 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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告 示 

 

◎江東区告示第１６５号 

 令和２年７月２日江東区告示第１９３号の一部

を次のように改正する。 

令和３年６月８日 

   江東区長  山 﨑 孝 明    
「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 大野 泰士 

住所 江東区古石場二丁目

１４番１－１６０

６号 

 

 

 

」 

を 

「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 波多野 誠 

住所 江東区古石場二丁

目１４番１－２６

０１号 

 

 

」 

に改める。 

                    

◎江東区告示第１６６号 

 平成２９年６月２６日江東区告示第１４９号の

一部を次のように改正する。 

  令和３年６月８日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 加島 秀夫 

住所 江東区東陽一丁目

２１番１７号 

 

 

」 

を 

「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 青木 富芳 

住所 江東区東陽一丁目

１７番２号 

 

 

」 

に改める。 

                    

◎江東区告示第１６７号 

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６

条の４第１項の規定に基づき、下記のとおり令和

３年度地籍調査事業を実施するので、同法第７条

の規定により告示する。 

令和３年６月８日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 事業計画が告示された日 

  令和３年６月７日（東京都告示第８２２号） 

２ 調査を実施する者の名称 

  江東区 

３ 調査地域 

  江東区潮見一丁目及び潮見二丁目の各地内 

４ 調査期間 

令和３年７月１４日から令和４年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第１６８号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

  令和３年６月９日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０６５６２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

合同会社福老ふくろうプランニング 

東京都江東区森下二丁目６番１号メゾネッ

ト小林２０２号室 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

合同会社福老 

東京都江東区森下二丁目６番１号メゾネッ

ト小林２０２号室 

代表社員 パトナム 真佐子 

４ 指定年月日 

令和３年６月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                   

◎江東区告示第１７０号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和３年６月１０日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１７５号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同
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条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和３年６月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１７６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和３年６月２８日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年６月２８日 

    江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 江２４号 

江東区永代一丁目２

０番１先から 

江東区福住一丁目１

７番先まで  

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3年 7月 15日（木曜日）     江 東 区 公 報            （第 881号） 

 

 

 

7 

 

 

 

 



（第 881 号）             江 東 区 公 報    令和 3 年 7 月 15日（木曜日） 

 

 

 

8 

                    

◎江東区告示第１７７号 

江東区情報公開条例（平成１３年３月江東区条

例第３号）第３２条の規定により令和２年度にお

ける公文書の開示等の実施状況について、江東区

個人情報保護条例（平成１０年３月江東区条例第

１０号）第５５条の規定により同年度における同

条例の運用状況について、別紙のとおり公表しま

す。 

  令和３年６月３０日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   
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〔別紙〕 
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◎江東区告示第１７８号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和３年６月３０日 

 江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７２３０３９１５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  グループホームひなた 

東京都江戸川区春江町三丁目３８番２６号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社エスエヌシー 

   東京都江戸川区春江町三丁目３８番２８号 

代表取締役 根木島 義明 

４ 廃止年月日 

令和元年１０月３１日 

５ サービスの種類 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

                    

◎江東区告示第１８０号 

 江東区豊洲特別出張所の公金収納の事務につい

ては、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項、同令第１５８条の２第１

項、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）第８０条の２、高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）第１１４条及び

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４４

条の２の規定に基づき、下記のとおり私人に委託

したので、地方自治法施行令第１５８条第２項、

同令第１５８条の２第６項、国民健康保険法施行

令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の２３

第１項、介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号）第４５条の７第１項及び高齢者の医療の

確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１

８号）第３３条第１項の規定により告示する。 

  令和３年７月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 契約の相手方 東京都千代田区大手町二丁目  

６番２号 

          株式会社パソナ 

常務執行役員 人材派

遣・ＢＰＯ事業本部  

松永 早苗   

２ 委 託 期 間 令和３年７月１日から令和４

年３月３１日まで 

３ 委託の内容 江東区豊洲特別出張所の飼犬

の登録事務に係る手数料、有

料ごみ処理券の販売代金、特

別区民税、個人の都民税、軽

自動車税、国民健康保険の保

険料、後期高齢者医療の保険

料及び介護保険の保険料の収

納事務 

                    

◎江東区告示第１８１号 

介護保険法第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により指定地域密着型サービ

ス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者を指定したので、同法第７８条の１１及び第

１１５条の２０の規定に基づき、下記のとおり告

示する。 

令和３年７月２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３９０８００５３８ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ライブラリ北砂 

   東京都江東区北砂一丁目４番２１号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社リビングプラットフォームケア 

   北海道札幌市中央区南二条西二十丁目２９

１番地 

代表取締役 金子 洋文 

４ 指定年月日 

令和３年７月１日 

５ サービスの種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

                    

◎江東区告示第１８４号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和３年７月５日 



（第 881 号）             江 東 区 公 報    令和 3 年 7 月 15日（木曜日） 

 

 

 

12 

       江東区長 山 﨑 孝 明 

〔別紙省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第９号 

 下記により、令和３年第６回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和３年６月２２日 

江東区教育委員会        

教育長  本 多 健一朗 

記 

１ 日時 令和３年６月２５日（金）  

午前１０時 

２ 場所 江東区文化センター 

３ 報告事項 

(1) 新型コロナウイルス感染症の対応について

ほか 

４ 協議事項 

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種

を受ける場合等における職員の職務専念義務

の免除等の取り扱いについて 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

  令和３年６月２４日 

江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数           

８，４８７ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数          １３７，３９０ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数         

７０，７２３ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１０号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

９条の規定により、令和３年７月４日執行の東京

都議会議員選挙における各投票区の投票所を別紙

のとおり定める。 

令和３年６月２５日 

         江東区選挙管理委員会 
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〔別紙〕 
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◎江東区選挙管理委員会告示第１１号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第６項により準用される第３９条及び第

４０条第１項但書の規定により、令和３年７月４

日執行の東京都議会議員選挙（江東区選挙区）に

おける期日前投票所を、次のとおり定める。 

令和３年６月２５日 

         江東区選挙管理委員会 

期日前投票

所の建物名

称 

所  在  地 

当該期日前投

票所を設ける

期間及び時間 

江東区役所 
江東区東陽四丁目

１１番２８号 

令和３年６月

２６日から７

月３日まで 

午前８時３０

分から午後８

時まで 

豊洲シビッ

クセンター 

江東区豊洲二丁目

２番１８号 

森下文化セ

ンター 

江東区森下三丁目

１２番１７号 

令和３年６月

２７日から７

月３日まで 

午前８時３０

分から午後８

時まで 

富岡区民館 
江東区富岡一丁目

１６番１２号 

小松橋区民

館 

江東区扇橋二丁目

１番５号 

カメリアプ

ラザ 

江東区亀戸二丁目

１９番１号 

総合区民セ

ンター 

江東区大島四丁目

５番１号 

砂町区民館 
江東区北砂四丁目

７番３号 

南砂区民館 
江東区南砂六丁目

８番３号 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１２号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

３年７月４日執行の東京都議会議員選挙（江東区

選挙区）における投票管理者及び同職務代理者を、

別紙のとおり選任した。 

令和３年６月２５日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１３号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

３年７月４日執行の東京都議会議員選挙（江東区

選挙区）における期日前投票所の投票管理者及び

同職務代理者を、別紙のとおり選任した。 

令和３年６月２５日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１４号 

令和３年６月２５日付江東区選挙管理委員会告

示第１２号の一部を次のように改める。 

令和３年７月４日 

         江東区選挙管理委員会 

〔以下省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 881 号）             江 東 区 公 報    令和 3 年 7 月 15日（木曜日） 

 

 

 

16 

告 示 （ 選 挙 長 ） 

 

◎東京都議会議員選挙（江東区選挙区）選挙長告

示第１号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第８

６条の４第１項（又は第２項）の規定により、令

和３年７月４日執行の東京都議会議員選挙（江東

区選挙区）において、同年６月２５日、次のとお

り候補者の届出があった。 

  令和３年６月２５日 

     東京都議会議員選挙（江東区選挙区） 

選挙長  植 村 典 侑 

〔別紙〕 

 
                    

◎東京都議会議員選挙（江東区選挙区）選挙長告

示第２号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

２条第６項の規定により、令和３年７月４日執行

の東京都議会議員選挙（江東区選挙区）における

江東区開票区の選挙立会人のくじを行う場所及び

日時を、次のとおり告示する。 

  令和３年６月２５日 

     東京都議会議員選挙（江東区選挙区） 

選挙長  植 村 典 侑 

１ 場所 江東区役所   

江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日時 令和３年７月１日   

午後５時３０分開始 

                    

◎東京都議会議員選挙（江東区選挙区）選挙長告

示第３号 

令和３年６月２５日付東京都議会議員選挙（江 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東区選挙区）選挙長告示第１号の一部を次のよう

に改める。 

  令和３年６月３０日 

     東京都議会議員選挙（江東区選挙区） 

選挙長  植 村 典 侑 

「 候補者氏名 ウェブサイトアドレス  

 

」 あぜ上 三和子  

を 

「 候補者氏名 ウェブサイトアドレス  

 

」 
あぜ上 三和子 

https://www.azegami-

miwako-jcp.info/ 

に改める。 
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区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和３年第２回定例会） 

 ６月９日から開会した令和３年第２回江東区議

会定例会において、別記の事項を議決した。 

１ 報告（区長提出） 

  報告第３号 令和２年度江東区繰越明許費繰  

越計算書について 

（６月９日報告） 

２ その他の議決事項等 

令和３年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

  （６月９日設置及び選任） 

 

 


